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国民健康保険　高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書


同意事項
①　国民健康保険税の滞納がある場合は手続の簡素化が解除となること。
②　医療費の一部負担金を遅滞なく支払い、必要に応じて本巣市から医療機関へ支払状況を照会すること。
③　医療費の一部負担金を支払っていなかった場合や再審査により返還金が生じた場合、支給済みの高額療養費を返還すること。
④　医療機関独自の制度により、医療費の一部負担金が免除または減額されている場合は申し出ること。
⑤　交通事故等の第三者行為により診療を受けた場合は申し出ること。
⑥　福祉医療制度に係る高額療養費が発生した場合は、その受領に関する権限を本巣市に委任すること。
⑦　指定した口座が変更になる場合は申し出ること。

※今後該当となる高額療養費が手続の簡素化の対象となります。過去に通知された分は対象外です。
※裏面の注意事項もご確認ください。


本巣市長　様

□新規　　同意事項に同意し、高額療養費支給の申請に係る手続の簡素化を申請します。
□変更　　振込口座情報を変更します。
□解除　　高額療養費支給の申請に係る手続の簡素化の解除を申請します。


　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[bookmark: _GoBack]　　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　 日　
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被保険者記号・番号



世帯主署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　
【指定振込口座情報】　※世帯主名義の口座に限ります。
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注意事項

□簡素化できる対象の高額療養費について
・ 月間と年間に発生する高額療養費について手続の簡素化申請書を提出することにより、それ以降の申請が不要となります。　過去に通知された分は、手続の簡素化の対象外です。
・ 世帯主名義の口座に支給する場合のみ簡素化できます。
　
□解除について
・ 以下の要件に該当した場合は、手続の簡素化は解除となります。
① 世帯主が変わった場合
② 登録した振込先金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合
③ 国民健康保険税の滞納がある場合
④ 申請の内容に偽りその他不正があった場合
⑤ 医療機関独自の制度により、医療費の一部負担金が免除または減額されている場合
⑥ 交通事故等の第三者行為により診療を受けた場合
⑦ 支給決定にあたり、領収書の確認が必要となった場合
⑧ その他市長が解除すべきと認めた場合
・ 手続の簡素化の解除を希望される場合は、解除の申し出が必要です。

□その他
・ 手続の簡素化の適用中は、高額療養費申請手続の案内は送付されません。
・ 支給までに診療月から４ヵ月ほど要し、支給前には決定通知書を送付します。
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□　国民健康保険高額療養費支給申請書に記載した口座のとおりとする

□　振込口座を指定する
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